
日
蓮
聖
人
の
論
文
～
『
守
護
国
家
論
』
～

高
森
大
乗

日
蓮
遺
文
『
守
護
国
家
論
』

『
守
護
国
家
論
』
は
、
正
元
元
（
一
二
五
九
）
年
、
日
蓮
聖
人
（
一
二
二
二
～
一
二
八
二
）
三
八
歳
の

し

ゅ

ご

こ

っ

か

ろ

ん

時
の
著
述
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
述
作
地
は
、
そ
の
系
年
（
述
作
の
年
次
）
よ
り
、
相
模
国
（
現
、
神
奈
川

け
い
ね
ん

県
）
鎌
倉
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

真
蹟
（
真
筆
）
は
、
身
延
山
久
遠
寺
（
山
梨
県
）
に
曾
て
存
在
（
曾
存
）
し
ま
し
た
が
、
明
治
八
年
（
一

か
つ

八
七
五
）
一
月
一
〇
日
の
久
遠
寺
の
大
火
で
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
久
遠
寺
二
十
一
世
の
寂

照

院

じ
や
く
し
ょ
う
い
ん

日
乾
（
一
五
六
〇
～
一
六
三
五
）
の
記
録
『
身
延
山
久
遠
寺
御
霊
宝
目
録
（
乾
師
目
録
・
日
乾
目
録
）
』

に
ち
け
ん

に
よ
れ
ば
、
本
書
は
、
真
蹟
全
十
八
紙
半
か
ら
な
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
ま
す
。
今
日
、
そ
の
全
容

は
平
賀
本
録
内
御
書
写
本
等
に
よ
っ
て
復
元
さ
れ
、
日
蓮
教
学
研
究
所
編
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』

ひ

ら

が

ぼ

ん
ろ
く
な
い
ご
し
ょ

（
身
延
山
久
遠
寺
）
等
に
お
い
て
翻
刻
・
活
字
化
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

題
号
は
、
巻
頭
に
は
記
さ
れ
ず
、
文
中
と
巻
末
に
日
蓮
聖
人
の
自
題
（
自
ら
つ
け
た
標
題
）
で
、
「
守

護
国
家
論
」（
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
九
〇
・
一
三
六
頁
）
と
み
え
ま
す
。

文
体
は
、
和
製
漢
文
体
（
変
体
漢
文
・
日
本
漢
文
）
で
し
た
た
め
ら
れ
、
か
つ
て
、
本
誌
九
十
七
巻
一

号
（
平
成
二
十
三
年
一
月
号
）
で
も
紹
介
し
た
通
り
、
総
文
字
数
は
約
二
万
文
字
以
上
と
、
紙
数
に
比
し

て
濃
密
な
、
長
文
の
文
章
量
と
な
り
ま
す
。

『
守
護
国
家
論
』
の
内
容

本
書
は
、
文
応
元
（
一
二
六
〇
）
年
述
作
の
『
立
正
安
国
論
』
と
共
に
、
日
蓮
聖
人
初
期
の
教
学
を

り
っ
し
ょ
う
あ
ん
こ
く
ろ
ん

代
表
す
る
重
要
な
著
述
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
『
守
護
国
家
論
』
を
『
立
正
安
国
論
』
の
草
稿
と

す
る
説
も
あ
り
ま
す
が
、『
立
正
安
国
論
』
は
「
勘
文
」
と
い
う
性
格
上
、
そ
の
草
稿
と
み
な
す
べ
き
は
、

か
ん
も
ん

「
国
土
に
起
こ
る
（
略
）
種
種
の
災
難
の
根
源
を
知
り
て
対
治
を
加
う
べ
き
勘
文
」
と
冒
頭
に
明
記
さ
れ

て
い
る
『
災
難
対
治
鈔
』
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
確
か
に
、
『
守
護
国
家
論
』
は
、
『
立
正
安

さ
い
な
ん
た
い
じ
し
ょ
う

国
論
』
と
共
通
す
る
部
分
は
あ
り
ま
す
が
、
今
日
で
は
、
本
書
は
教
学
的
に
み
て
も
一
篇
の
独
立
し
た
著

述
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

本
書
の
執
筆
の
目
的
は
、
法
然
房
源
空
（
一
一
三
三
～
一
二
一
二
）
の
浄
土
教
の
謗
法
を
批
判
し
、
末

ほ
う
ね
ん
ぼ
う
げ
ん
く
う

ほ
う
ぼ
う

法
の
時
代
に
お
け
る
衆
生
救
済
と
国
土
の
安
泰
は
法
華
経
の
み
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
明
す
こ
と
に
あ
り
ま

す
。
即
ち
、
日
蓮
聖
人
自
ら
、
本
書
の
序
に
お
い
て
「
中

昔
邪
智
の
上
人
あ
り
て
末
代
の
愚
人
の
た
め

ち
ゆ
う
せ
き

に
一
切
の
宗
義
を
破
し
て
選

択

集
一
巻
を
造
る
。
（
略
）
こ
の
悪
義
を
破
ら
ん
が
た
め
に
、
ま
た
多
く

せ
ん
じ
ゃ
く
し
ゅ
う

の
書
あ
り
。（
略
）
い
ま
だ
選
択
集
謗
法
の
根
源
を
顕
さ
ず
。
ゆ
え
に
還
て
悪
法
の
流
布
を
増
す
。（
略
）
予
、

よ

こ
の
事
を
歎
く
間
、
一
巻
の
書
を
造
り
て
の
選
択
集
謗
法
の
縁
起
を
顕
し
、
名
づ
け
て
守
護
国
家
論
と
号

す
」（
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
八
九
～
九
〇
頁
）
と
記
し
て
い
る
の
で
す
。

日
蓮
聖
人
以
前
に
も
、
栂
尾
の
明
恵
房
高
弁
（
一
一
七
三
～
一
二
三
二
）
ら
奈
良
・
京
都
の
仏
教
界
の

と
が
の
お

み
ょ
う
え
ぼ
う
こ
う
べ
ん

高
僧
碩
学
に
よ
っ
て
、
源
空
の
主
著
で
あ
る
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
を
批
判
す
る
書
が
多
く
著
さ
れ
ま

せ
ん
じ
ゃ
く
ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ
し
ゅ
う

し
た
が
、
そ
れ
ら
は
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
謗
法
の
根
源
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
か
え
っ
て
碩
徳
の
誉
れ
高
い
学
僧
た
ち
が
着
目
し
た
書
物
で
あ
る
と
い



う
こ
と
で
、
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
が
多
く
の
人
々
の
脚
光
を
浴
び
る
結
果
と
な
り
、
そ
の
流
布
を
助
長

す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
改
め
て
破
折
す
る
と
い
う
の
で
す
。

そ
し
て
、
日
蓮
聖
人
は
、
八
科
十
四
門
（
あ
る
い
は
七
科
十
六
門
）
の
科
文
を
立
て
た
完
備
し
た
構
成

の
も
と
に
、
源
空
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
を
、
正
法
を
破
壊
し
、
衆
生
を
悪
道
に
導
き
入
れ
、
国
土
に

災
難
を
も
た
ら
す
謗
法
の
悪
書
と
し
て
告
発
し
、
徹
底
的
に
糾
弾
す
る
の
で
す
。
本
書
の
整
然
た
る
構
成

の
も
と
に
緻
密
な
経
論
引
証
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
浄
土
教
批
判
は
、
『
立
正
安
国
論
』
と
は
性

質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
理
念
的
と
は
い
え
救
済
の
論
理
が
提
示
さ
れ
、
更
に
日
蓮
聖
人
独
自

の
国
家
観
・
国
土
観
が
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
本
書
は
日
蓮
教
学
上
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
遺

文
と
い
え
ま
す
。

な
お
、
『
立
正
安
国
論
』
の
書
誌
・
解
題
に
関
し
て
は
、
本
誌
九
十
巻
七
号
（
平
成
十
六
年
七
月
）
よ

り
九
十
五
巻
七
号
（
平
成
二
十
一
年
七
号
）
に
至
る
ま
で
不
定
期
に
連
載
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
そ
ち
ら

を
ご
参
照
の
上
、『
守
護
国
家
論
』
と
比
較
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

『
守
護
国
家
論
』
の
標
題

と
こ
ろ
で
、
本
書
の
標
題
に
掲
げ
ら
れ
た
「
守
護
国
家
」
と
は
い
か
な
る
事
柄
を
標
榜
し
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
高
木
豊
氏
は
、
興
味
深
い
分
析
を
行
っ
て
お
り
ま
す
（
高
木
豊
稿
「
立

正
安
国
論
再
読
」
『
日
蓮

そ
の
行
動
と
思
想
』
）
。
い
ま
、
そ
の
分
析
を
取
意
引
用
す
れ
ば
、
以
下
の
通

り
と
な
り
ま
す
。

日
蓮
の
初
期
教
学
に
お
い
て
、
「
守
護
国
家
」
「
立
正
安
国
」
と
い
う
理
念
を
、
日
蓮
が
抱
い
て
い

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
『
守
護
国
家
論
』
の
標
題
か
ら
は
最
澄
の
『
守
護
国
界
章
』
が
、
『
立

し
ゅ
ご
こ
っ
か
い
し
ょ
う

正
安
国
論
』
の
標
題
か
ら
は
栄
西
の
『
興
禅
護
国
論
』
が
想
起
さ
れ
る
。
守
護
国
家
・
立
正
安
国
の

こ
う
ぜ
ん
ご
こ
く
ろ
ん

語
彙
は
、
興
禅
護
国
と
同
義
語
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
栄
西
同
様
、
道
元
も
『
護
国
正
法
義
』

ご
こ
く
し
ょ
う
ぼ
う
ぎ

を
述
作
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
鎌
倉
仏
教
の
う
ち
、
浄
土
門
を
主
張
す
る
浄
土
教
に
対
峙
的
位
置

に
あ
っ
た
聖
道
門
た
る
法
華
・
禅
の
諸
教
団
の
中
に
、
護
国
・
安
国
の
理
念
が
抱
か
れ
て
い
た
と
解

釈
で
き
る
。
た
だ
し
、
栄
西
の
対
象
と
し
た
「
国
」
は
、
あ
く
ま
で
も
朝
廷
・
公
家
権
力
で
あ
り
、

こ
れ
に
対
し
て
、
日
蓮
は
武
家
政
権
を
指
標
と
し
て
い
た
点
が
、
大
き
く
異
な
る
。

ま
た
、
「
守
護
国
家
」
は
、
何
に
よ
っ
て
国
家
を
守
護
す
る
か
が
、
題
名
に
は
表
れ
て
い
な
い
。
そ

こ
で
、
「
守
護
国
家
」
は
一
年
後
に
題
名
を
充
実
し
て
「
立
正
安
国
」
に
改
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
栄

西
の
『
興
禅
護
国
論
』
は
、
興
禅
に
よ
っ
て
護
国
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
や
や
「
立
正
安
国
」
に
近

い
題
と
い
え
る
が
、
護
国
と
安
国
と
ど
ち
ら
が
よ
り
宗
教
的
用
語
で
あ
る
か
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

護
国
は
、
鎮
護
国
家
思
想
の
流
布
し
た
日
本
古
代
か
ら
の
伝
統
的
用
語
で
あ
る
が
、
護
国
な
ら
ば
政

治
・
軍
事
に
よ
っ
て
も
実
現
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
安
国
・
平
安
・
安
心
は
た
だ
宗
教
の
み
が
な

し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
以
上
、
取
意
）。

こ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
日
蓮
聖
人
が
深
い
思
慮
の
も
と
本
書
や
『
立
正
安
国
論
』
の
標
題
を
定
め

た
様
子
が
窺
え
ま
す
。

『
守
護
国
家
論
』
の
科
段

さ
て
、
前
述
の
通
り
、
『
守
護
国
家
論
』
は
、
整
然
た
る
構
成
の
も
と
述
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と



が
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
参
考
ま
で
に
、
本
書
の
科
段
（
構
成
）
を
示
せ
ば
、
以
下
の
通
り
大
科
八

段
（
大
文
七
段
）
・
細
科
十
四
門
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
出
典
頁
・
行
数
は
、
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖

人
遺
文
』
に
基
づ
き
ま
す
。

大
科
１

本
論
撰
述
の
由
来
…
八
九
頁
一
行
目

大
科
２

一
代
聖
教
の
権
実
の
区
別
（
権
実
相
対
）
に
つ
い
て
（
大
文
第
一
）
…
九
〇
頁
九
行
目

ご
ん
じ
つ

細
科
１

代
表
的
経
典
の
説
時
の
次
第
に
つ
い
て
…
九
〇
頁
一
一
行
目

細
科
２

諸
経
の
教
理
の
深
浅
に
つ
い
て
…
九
三
頁
八
行
目

細
科
３

大
乗
・
小
乗
の
区
別
（
大
小
相
対
）
に
つ
い
て
…
九
四
頁
一
三
行
目

細
科
４

権
経
を
捨
て
て
実
教
に
帰
依
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
…
九
五
頁
九
行
目

大
科
３

正
像
末
三
時
に
お
け
る
仏
法
の
興
廃
に
つ
い
て
（
大
文
第
二
）
…
一
〇
〇
頁
二
行
目

細
科
５

爾
前
経
と
浄
土
三
部
経
の
末
法
に
お
け
る
久
住
不
久
住
に
つ
い
て
…
一
〇
〇
頁
四
行
目

く
じ
ゅ
う
ふ

く

じ

ゅ

う

細
科
６

法
華
経
・
涅
槃
経
と
浄
土
三
部
経
の
末
法
に
お
け
る
久
住
不
久
住
に
つ
い
て
…
一
〇
一
頁
一

〇
〇
行
目

大
科
４

選
択
集
の
謗
法
の
理
由
に
つ
い
て
（
大
文
第
三
）
…
一
〇
六
頁
二
行
目

大
科
５

謗
法
対
治
の
経
証
に
つ
い
て
（
大
文
第
四
）
…
一
一
四
頁
一
一
行
目

細
科
７

仏
法
を
国
王
・
大
臣
・
四
衆
に
付
嘱
す
る
こ
と
に
つ
い
て
…
一
一
四
頁
一
三
行
目

細
科
８

国
内
の
謗
法
者
を
根
絶
す
べ
き
文
証
に
つ
い
て
…
一
一
八
頁
七
行
目

大
科
６

善
知
識
と
実
教
に
は
難
値
難
遭
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
（
大
文
第
五
）
…
一
一
八
頁
一
〇
行
目

な
ん
ち
な
ん
ぐ
う

細
科
９

人
に
生
ま
れ
仏
法
に
値
う
こ
と
の
困
難
さ
に
つ
い
て
…
一
一
八
頁
一
三
行
目

細
科

仏
法
に
値
う
こ
と
が
で
き
て
も
悪
師
に
よ
っ
て
三
悪
道
に
堕
ち
る
こ
と
に
つ
い
て
…
一
二
一

10

頁
一
一
行
目

細
科

末
代
凡
夫
に
と
っ
て
善
知
識
と
は
…
一
二
三
頁
二
行
目

11

大
科
７

法
華
経
・
涅
槃
経
の
行
者
の
用
心
に
つ
い
て
（
大
文
第
六
）
…
一
二
五
頁
五
行
目

細
科

在
家
信
者
の
正
法
護
持
に
つ
い
て
…
一
二
五
頁
九
行
目

12

細
科

唱
題
の
み
に
よ
っ
て
三
悪
道
を
離
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
…
一
二
七
頁
八
行
目

13

細
科

涅
槃
経
は
法
華
経
の
流
通
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
…
一
三
〇
頁
五
行
目

14

大
科
８

随
問
而
答
（
大
文
第
七
）
…
一
三
二
頁
七
行
目

ず
い
も
ん
に
と
う

『
守
護
国
家
論
』
の
序
論

本
書
を
熟
読
し
て
み
ま
す
と
、
『
守
護
国
家
論
』
は
、
「
論
」
の
字
が
示
し
て
い
る
通
り
…
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
こ
と
に
、
概
ね
今
日
の
人
文
科
学
系
の
「
論
文
」
の

形
態
を
と
っ
て
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
す
。
特
に
、
序
文
（
序
分
）
に
あ
た
る
「
大
科
１
」
で
は
、
本

書
の
述
作
の
動
機
な
ど
が
示
さ
れ
る
の
で
す
が
、
学
術
論
文
の
序
章
に
も
匹
敵
す
る
必
須
要
件
が
ほ
ぼ
整

っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
す
。

冒
頭
の
導
入
部
分
で
は
、
衆
生
と
は
六
道
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
間
・
天
上
）
の
境
界
を

生
死
流
転
・
輪
廻
転
生
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
、
今
生
に
人
間
界
に
生
を
受
け
た
こ
と
は
、
前
世
で
善
根

を
積
ん
だ
奇
跡
に
近
い
縁
が
あ
っ
た
こ
と
、
一
方
で
せ
っ
か
く
受
け
た
有
り
難
き
人
間
の
身
を
捨
て
て
、

来
世
に
三
悪
道
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
）
・
四
悪
趣
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
）
と
い
っ
た
悪
道
に

堕
落
す
る
縁
は
無
数
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
五
逆
罪
（
殺
父
・
殺
母
・
殺
阿
羅
漢
・

し

い

ふ

し

い

も

し

い

あ

ら

か

ん



出
仏
身
血
・
破
和
合
僧
）
や
十
悪
（
殺

生
・
偸

盗
・
邪
淫
・
妄
語
・
綺
語
・
悪
口
・
両

舌
・
貪
欲
・

す
い
ぶ
つ
し
ん
け
つ

は

わ

ご

う

そ

う

せ
っ
し
ょ
う

ち
ゅ
う
と
う

じ
ゃ
い
ん

も

う

ご

き

ご

あ

っ

く

り
ょ
う
ぜ
つ

と
ん
よ
く

瞋
恚
・
愚
癡
）
と
い
っ
た
罪
を
犯
す
こ
と
が
原
因
と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
な
に
よ
り
も
仏
法
の
邪

し

ん

に

ぐ

ち

正
を
弁
え
ず
、
正
し
い
師
（
善
知
識
）
で
な
い
悪
師
・
悪
知
識
に
つ
い
て
悪
道
に
堕
す
る
因
縁
や
業
を
増

ぜ

ん

ち

し
き

あ

く

ち

し
き

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
す
。
特
に
、
釈
尊
が
印
度
に
入
滅
し
て
か
ら
二
千
年
以
上
も
経
っ
た
末

法
と
い
う
時
代
に
、
印
度
よ
り
は
る
か
東
国
に
位
置
す
る
日
本
と
い
う
辺
土
（
辺
境
の
地
）
に
お
い
て
は
、

仏
法
の
受
け
取
り
方
も
混
乱
す
る
上
に
人
々
の
能
力
（
機
根
・
機
類
・
根
性
）
も
低
下
し
て
、
な
お
さ
ら

邪
正
を
分
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
危
惧
し
ま
す
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
当
世
の
謗
法
の
「
人
（
主
体
者
）
」
と
「
法
（
教
え
）
」
の
最
た
る
も
の
と
し
て
、

法
然
房
源
空
と
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
が
提
示
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
ま
で
の
部
分
は
、
学
術
論
文
で

言
え
ば
、「
問
題
提
起
」
に
相
当
し
ま
す
。

次
に
、
「
こ
の
悪
義
を
破
ら
ん
が
た
め
に
、
ま
た
多
く
の
書
あ
り
」
と
述
べ
て
、
旧
仏
教
界
の
反
駁
の

書
と
し
て
、
三
井
園
城
寺
公
胤
の
『
浄
土
決
疑
鈔
』
、
定

照
（
ま
た
は
仏
頂
房
隆

真
か
）
の
『
弾
選
択
』
、

お
ん
じ
ょ
う
じ
こ
う
い
ん

じ
ょ
う
ど
け
つ
ぎ
し
ょ
う

じ
ょ
う
し
ょ
う

ぶ
っ
ち
ょ
う
ぼ
う
り
ゅ
う
し
ん

だ
ん
せ
ん
じ
ゃ
く

明
恵
房
高
弁
の
『
選
択
集
中
摧
邪
輪
』
を
挙
げ
、
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
対
す
る
先
師
の
批
判
が
か

せ
ん
じ
ゃ
く
し
ゅ
う
ち
ゅ
う
ざ
い
じ
ゃ
り
ん

え
っ
て
そ
の
流
布
を
助
長
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
ま
す
。
こ
の
部
分
は
、
論
文
に
お
け
る
「
研
究

史
の
概
観
」
と
「
問
題
の
所
在
の
提
示
」
に
相
当
す
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
「
予
こ
の
事
を
歎
く
間
、
一
巻
の
書
を
造
り
て
選
択
集
の
謗
法
の
縁
起
を
顕
わ
し
、
名
づ
け

て
守
護
国
家
論
と
号
す
」
と
、
執
筆
の
動
機
が
明
示
さ
れ
、
本
書
の
標
題
が
示
さ
れ
る
の
で
す
。
学
術
論

文
で
は
、
こ
の
部
分
で
「
論
文
の
標
題
の
定
義
」
が
説
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
『
守
護
国
家
論
』
で

は
標
題
の
意
味
（
題
意
）
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

続
い
て
、
「
今
、
経
論
を
も
っ
て
邪
正
を
直
す
。
信
謗
は
仏
説
に
任
せ
、
あ
え
て
自
義
を
存
す
る
こ
と

た
だ

な
し
」
と
、
本
書
執
筆
の
態
度
が
示
さ
れ
ま
す
。
後
世
の
人
師
の
言
葉
を
用
い
た
り
、
自
己
の
私
的
な
見

解
を
交
え
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
も
仏
陀
釈
尊
の
所
説
（
仏
説
）
で
あ
る
と
こ
ろ
の
経
典
（
『
法
華
経
』

『
涅
槃
経
』
な
ど
）
に
依
拠
し
、
必
要
に
応
じ
て
仏
陀
の
所
説
を
も
と
と
し
た
論
師
所
造
の
論
疏
（
『
大

智
度
論
』
な
ど
）
も
用
い
な
が
ら
、
客
観
的
に
論
を
展
開
し
て
い
く
と
い
う
手
法
が
示
さ
れ
る
の
で
す
。

日
蓮
聖
人
の
初
期
教
学
の
特
色
の
ひ
と
つ
に
経
典
至
上
主
義
が
あ
り
ま
す
が
、
『
守
護
国
家
論
』
も
ま
さ

に
経
論
等
の
文
証
を
重
視
す
る
と
い
う
基
本
的
ス
タ
ン
ス
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
り
ま
す
。
こ
こ

は
、
今
日
の
学
術
論
文
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
研
究
の
方
法
論
」
を
提
示
す
る
部
分
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

続
い
て
、
「
分
ち
て
七
門
と
な
す
。
一
に
は
如
来
の
経
教
に
お
い
て
権
実
二
教
を
定
む
る
こ
と
を
明
か

し
（
以
下
略
）
」
と
、
本
書
の
構
成
（
目
次
）
が
提
示
さ
れ
ま
す
。
人
文
科
学
系
の
論
文
の
序
説
に
お
け

る
「
論
文
の
構
成
・
章
立
て
の
説
明
」
に
該
当
す
る
部
分
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
『
守
護
国
家
論
』
で
は
、
冒
頭
で
問
題
提
起
を
行
い
、
研
究
史
を
概
観
し
て
問
題
の
所

在
を
明
ら
か
に
し
、
次
に
本
書
執
筆
の
動
機
を
あ
げ
て
標
題
を
示
し
、
経
証
（
文
証
）
重
視
と
い
う
方
法

論
を
提
示
し
、
本
書
の
構
成
（
目
次
・
章
立
て
）
を
説
明
し
て
か
ら
本
論
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
形
式
を

見
事
に
と
っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
さ
に
、
今
日
の
学
術
論
文
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る

わ
け
で
す
。


